
令和６年 7月８日 

 

入 札 参 加 依 頼 書  

 

１．件   名  大阪市東淀川区社会福祉協議会 

         大阪市立東淀川区老人福祉センター 照明器具ＬＥＤ更新工事 

 

２．履行場所  大阪市東淀川区淡路 4丁目１番６号 

         東淀川区老人福祉センター 

 

３ 業務内容等  別紙仕様書のとおり 

 

４．工事予定日  令和６年９月３０日までとする。 

         作業は原則として月曜日～土曜日の午前９時～午後 5時 30分まで 

とする。 

         民間（七会）連合協定工事請負工事契約を適用する。 

 

５．参加資格 

（１）大阪市入札参加資格有資格者名簿もしくは大阪市内２４区社会福祉協議会で施行実績があり、  

工事種別「電気工事」を有するものであること。 

（２）次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事施工中は配置できること。 

    １級電気工事施工管理技士または２級電気工事施工管理技士  

（３）建設業法による営業停止期間中でないこと。 

（４）大阪市の指名停止期間中又は入札参加資格停止期間中でないこと。 

（５）銀行取引停止等の事実があり、経営と信用が不健全であると認められる者でないこと。 

（６）租税に滞納がないこと。 

（７）会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立て又は 

  民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく民事再生法手続開始の申立てがなされている

者（手続開始の決定を受けた者を除く。）ではないこと。 

（８）大阪市暴力団排除条例に規定する暴力団員および暴力団と密接な関係を有するものでないこ

と。（別紙 特記仕様書のとおり） 

（９）直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定通知書評価の【電気】の総合評定値（Ｐ） 

   が６００点以上あること 

（10）入札事業者に選定され、契約する前に次の書類が速やかに提出できること 

①令和６年度大阪市入札参加資格者名簿「電気工事」を有する写しもしくは、準ずる 

証明書の写し 

  ②建設業の許可登録証の写し 

  ③経営規模等評価決定通知書・総合評定通知書の写し 



 ④配置技術者の雇用関係を証する資料として次の何れかとし、所属会社名が 

   記載されているものとする。 

    ・健康保険被保険者証の写し 

    ・住民税特別徴収税額通知書の写し 

    ・雇用保険における被保険者証または被保険者証通知書の写し 

 ⑤配置技術者の資格者証として次の何れかの写し 

    ・１級電気工事施工管理技士資格者証 

    ・２級電気工事施工管理技士資格者証 

 

６．応募手続き 

（１） 申込方法 

    別紙「入札参加申請書」（様式１）を東淀川区老人福祉センターまで提出して 

ください。 

※１ FAX（０６－６３２２－０８２１）可、ただし必ず受信確認を 

 （TEL：０６－６３２２－０１７３）お願いします 

      ※２ 現地調査は東淀川区老人福祉センターとあらかじめ日時の調整 

のうえ実施すること。 

（２） 申請書交付について 

    東淀川区老人福祉センター受付窓口および東淀川区社協ホームページ上 

（３） 提出期間 

    令和６年７月８日（月）午前９時から１２日（金）午後５時まで 

      ※入札通知書を７月１６日付で郵送（取り急ぎ FAX） 

 

７．提出書類 

  入札書、見積書 

 

８．提出期限 

  令和６年７月２９日（月）午前１１時まで 

  ※郵送可。ただし、期限までの必着とする。 

 

９．入札日・場所 

  （１）日 時  令和６年７月２９日（月）午前１１時 

  （２）場 所  東淀川区老人福祉センター内 会議室 

  （３）その他  必ずしも入札に立ち会う必要はありません。 

          入札結果は後日お知らせします。 

 

10．問い合わせ 

    東淀川区老人福祉センター （担当：松谷） 

℡：０６－６３２２－０１７３ 



 

（別紙） 

 

 

 

 

 

 

特 記 仕 様 書 

 

１．暴力団等の排除について 

 

(1) 乙が、この契約の履行期間中に大阪市暴力団等排除措置要綱（以下「要綱」という。）

に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約を解除することがある。 

 

(2) 乙は、入   (2) 乙は、入札等除外措置を受けている者又は要綱別表各号の措置要件に該当する者（以

下「入札等除外措置を受けている者等」という。）に、この契約の全部又は一部につい

て下請負（二次以降の下請負を含む。以下同じ。）をさせ、若しくは受託（二次以降の

受託を含む。以下同じ。）させてはならない。また、入札等除外措置を受けている者等

を保証人としてはならない。                

また乙は、この契約の下請負若しくは受託をさせた者（以下「下請負人等」という。）

又は保証人が、契約履行期間中に入札等除外措置を受けた場合又は要綱別表各号の措置

要件に該当すると認められた場合は、速やかに下請負人等との契約を解除し、又は保証

人の変更をしなければならない。 

 

(3) 乙は、この契約の履行にあたり暴力団員等から工事妨害等の不当介入又は下請参入等

の不当要求（以下「不当介入」という。）を受けたときは、速やかに、この契約に係る

本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長（以下「監督職員

等」という。）へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。 

また乙は、下請負人等が暴力団員等から不当介入を受けたときは、当該下請人等に対

し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければ

ならない。これらを怠った場合には、指名停止措置を行うことがある。 

 

(4) 乙は(3)に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力し

なければならない。 

 

(5) 甲及び乙は、暴力団員等からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれ

があるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更そ

の他必要と認められる措置を講じることとする。 


